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処務規程 

 公益財団法人横浜市建築保全公社処務規程 
 

   制定 平成23年４月１日 規程第９号 

                           改正 平成24年４月１日  規程第３号 

 平成25年４月１日  規程第１号 

平成26年４月１日  規程第１号 

平成28年４月１日  規程第１号 

平成30年４月１日  規程第１号 

平成31年４月１日  規程第４号 

令和２年４月１日  規程第１号 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、定款その他別に定めがあるもののほか、公益財団法人横浜市建築保全公社

（以下「公社」という。）の組織、事務分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 組織及び事務分掌 

（組織） 

第２条 公社に次の部、課及び係を置く。 

部 課 係 

総務部 総務課 庶務係、契約係 

技術部 

保全企画課 設備調査係 

建築調査係 

企画調整係 

技術管理課 技術管理係 

営繕部 

 

 

 

 

 

 

 

営繕第一課 建築第一係 

建築第二係 

営繕第二課 建築第三係 

建築第四係 

設備課 電気第一係 

電気第二係 

機械第一係 

機械第二係 

 

（事務分掌） 

第３条 公社の事務分掌は、次のとおりとする。 

 

部 課 係 事務分掌 

総務部 総務課 庶務係 (1) 文書及び公印に関すること 
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 (2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること 

(3) 予算、決算及び経理に関すること 

(4) 物件の調達に関すること 

(5) 金銭及び物件の出納保管に関すること 

(6) 理事会及び評議員会に関すること 

(7) 定款及び規程等の制定改廃に関すること 

(8) 事業計画に関すること 

(9) 資金計画及び資金の調達に関すること 

(10） 入札等評価委員会に関すること 

(11) 市等との委託契約に関すること 

(12) 他の部、課及び係の主管に属しないこと 

 

契約係 (1) 工事請負契約又は委託契約に関すること 

(2) 工事請負業者及び委託業者の信用、業務調査及

び選定に関すること 

(3) 条件付一般競争入札参加資格審査委員会及び業

者選定委員会に関すること 

(4) 工事請負の入札、契約事務に係る調整、連絡等 

に関すること 

(5) 設計委託契約事務に係る調整、連絡等に関する

こと 

(6) 入札、契約に係る業者の相談に関すること 

(7) 低入札等調査委員会に関すること 

(8) 調達契約に係る公告等に関すること 

(9) 電子入札システムの管理・運用に関すること 

 

   

技術部 保全企画課 

 

 

 

 

 

 

 

設備調査係 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  公共・公益施設の長寿命化（電気設備・機械設 

備）に係る企画調整に関すること 

(2)  建築基準法第 12条に基づく点検及び劣化調査 

等（電気設備・機械設備）に関すること 

(3) 建築物の維持保全に係る市民相談及び普及啓発 

   等に関すること 

(4) 他の係の主管に属さないこと 
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建築調査係 (1) 公共・公益施設の長寿命化（電気設備・機械設

備を除く。）に係る企画調整に関すること 

(2) 建築基準法第 12条に基づく点検及び劣化調査 

等（電気設備・機械設備を除く。）に関すること 

(3) 建築物の維持保全に係る市民相談及び普及啓発   

等に関すること 

 

企画調整係 (1) 主要事務事業の企画及び進行管理に関すること 

(2) 調査研究、普及啓発及び事務事業の総合調整に

関すること 

(3) 公共・公益施設の維持保全に係る総合調整に関

すること 

(4) 情報システム（電子入札システム、勤怠システ

ム、旅費システムを除く。）及び情報システム機

器の管理・運用に関すること 

 

技術管理課 

 

 

 

 

 

 

技術管理係 (1) 工事の検査に関すること 

(2)  工事に係る設計マニュアル、設計単価等の作成

に関すること 

(3)  公共・公益施設の維持保全に係る相談及び技術

的指導に関すること 

(4)  公共・公益施設の修繕事業に関すること 

(5) 工事に係る業界団体に関すること 

(6) 公共・公益施設の維持保全に係る知識・技術等

の普及啓発に関すること 

 

営繕部 

 

 

 

 

 

 

 

営繕第一課 

 

 

 

 

 

建築第一係 

 

 

 

 

 

(1) 公共・公益施設の維持保全に係る相談及び技術

的指導に関すること 

(2) 公共・公益施設の修繕事業に関すること 

(3) 市等との委託契約に係る調整、連絡等に関する

こと 

(4) 建築第二、三、四係の主管に属しないこと 

 

建築第二係 (1) 公共・公益施設の維持保全に係る相談及び技術

的指導に関すること 

(2) 公共・公益施設の修繕事業に関すること 

(3) 市等との委託契約に係る調整、連絡等に関する

こと 
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営繕第二課 建築第三係 

 

 

 

(1) 公共・公益施設の維持保全に係る相談及び技術

的指導に関すること 

(2) 公共・公益施設の修繕事業に関すること 

(3)  市等との委託契約に係る調整、連絡等に関する

こと 

 

建築第四係 (1) 公共・公益施設の維持保全に係る相談及び技術

的指導に関すること 

(2) 公共・公益施設の修繕事業に関すること 

(3)  市等との委託契約に係る調整、連絡等に関する

こと 

 

設備課 電気第一係 

 

 

(1) 公共・公益施設の電気設備の維持保全に係る相

談及び技術的指導に関すること 

(2)  公共・公益施設の電気設備の修繕事業に関する

こと 

(3) 他の係の主管に属しないこと 

 

電気第二係 

 

(1) 公共・公益施設の電気設備の維持保全に係る相

談及び技術的指導に関すること 

(2)  公共・公益施設の電気設備の修繕事業に関する

こと 

 

機械第一係 (1) 公共・公益施設の機械設備の維持保全に係る相

談及び技術的指導に関すること 

(2) 公共・公益施設の機械設備の修繕事業に関する

こと 
 

機械第二係 (1) 公共・公益施設の機械設備の維持保全に係る相

談及び技術的指導に関すること 

(2) 公共・公益施設の機械設備の修繕事業に関する

こと 

 

 

 

（職名） 

第４条 部長、課長、係長、主任及びその他の職員を置く。 

（職務） 
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第５条 部長、課長、係長及び主任は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。 

（代理） 

第６条 部長、課長及び係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれの主

管の上席者がその職務を代理する。 

第３章 文書 

（原則） 

第７条 文書は、正確かつ迅速に処理しなければならない。 

（文書取扱いの年度） 

第８条 文書取扱いの年度は、全て毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

（文書管理者） 

第９条 総務課長を文書管理者とする。 

２ 文書管理者は、公社における文書事務を管理し、文書主任に対し必要な指示をする。 

（文書主任） 

第１０条 総務課庶務係長を文書主任とする。 

２ 文書主任は、上司の命を受け、公社一切の文書取扱事務を掌理する。 

（文書の収受） 

第１１条 文書は文書主任が収受し、文書整理簿（様式第２号）に登載のうえ、受付年月日及び

番号を記載して主管課に配布する。ただし、軽易な文書は受付印（様式第１号）だけとし、文

書整理簿の登載を省略することができる。 

（起案の方法） 

第１２条 上司の決裁（公益財団法人横浜市建築保全公社事務決裁要領（以下「事務決裁要領」

という。）に定めるところにより、事案について最終的に意思を決定することをいう。以下同

じ。）を要する事案は、別に定めるものを除くほか、起案用紙（様式第３号）を用い、簡潔か

つ的確に起案文書を作成しなければならない。ただし、軽易な事案については、処理印（様式

第４号）により処理することができる。 

２ 起案文書には、件名を付し、処理の理由、説明及び経過等必要な事項を記載し、必要に応じ、

参考資料等を添えなければならない。 

（供覧の方法） 

第１３条 次に定める文書は、起案用紙により、事務決裁要領の規定に準じて上司に供覧しなけ

ればならない。ただし、軽易な事案については、処理印により処理することができる。 

(1) その処理に改めて決裁を要するが、とりあえず至急に上司の閲覧に供する必要がある文書 

(2) 上司の指揮を受けて処理する必要がある文書 

(3) その処理に決裁を要しないが、上司の閲覧に供する必要がある文書 

２ 前項の規定により供覧する場合は、必要に応じ、当該文書の要旨及び問題点等を記載するも

のとする。 

（決裁文書等の認印等） 

第１４条 決裁文書を承認し、又は供覧文書を確認した者は、起案用紙又は処理印等の所定の欄
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に認印を押し、又は署名をしなければならない。 

（文書の処理） 

第１５条 起案用紙を用いた決裁文書は、文書主任を経由しなければならない。 

２ 前項に定める文書のうち、理事長の決裁を要する文書は、文書管理者を経由しなければなら

ない。 

（文書の記録） 

第１６条 決裁を受けた文書及び供覧を終えた文書は、文書整理簿に必要事項を記入しなければ

ならない。ただし、軽易なものにあっては、この限りではない。 

（文書の発送） 

第１７条 発送文書には、記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、軽易なものにあ

っては、この限りではない。 

２ 前項の記号は、「建保公」とし、文書番号は、文書整理簿の文書番号欄の番号を用いるものと

する。 

（文書の保存） 

第１８条 文書の保存期間は 30 年、10 年、５年、３年、２年、１年及び１年未満とし、その分

類は、理事長が別に定める。 

２ 文書の保存期間は、当該文書を作成し、又は取得した日（常時使用する文書にあっては、そ

の状態がなくなった日）の属する年度の翌年度の４月１日（その保存期間が１年未満である文

書にあっては、当該文書を作成し、若しくは取得し、又は常用使用する状態がなくなった日）

から起算する。 

（文書の整理・保存） 

第１９条 事案処理の終了した文書（その保存期間が１年未満である文書を除く。）は、その事

務の始めから処理の順序に従って関係文書をつづり合わせ、その経過が明らかになるように整

理し、保存しなければならない。 

２ 事案処理の終了していない文書は、その処理に支障のないよう確実に保管しておかなければ

ならない。 

（文書保存目録の作成） 

第２０条 文書管理者は、保存期間が 30年及び 10年である保存文書について、文書保存目録（様

式第５号）を作成しなければならない。 

（文書の廃棄） 

第２１条 文書管理者は、保存期間を経過した文書を廃棄しなければならない。ただし、係属中

の争訟に係る文書及び開示請求の対象となった文書等、事務の遂行上必要がある文書について

は、当該事務の遂行上必要がある期間、その保存期間を延長することができる。 

第４章 補則 

（委任） 

第２２条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。 
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附 則 

この規程は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


